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１．制度のあらまし 

 

岐阜県では、県内の看護師及び准看護師の確保を図るため、県内の看護師等の免許取得を目的とし

た大学・短大を含む看護師養成施設又は准看護師養成所(以下、「養成施設」という)に在学し、将来

県内において看護職員の業務に従事しようとする者に対して、修学資金を貸し付けます。(大学・短

大については県外からの学生を優先します) 

看護師免許又は准看護師免許取得後、一定期間県内において勤務するなどの一定の条件を満たした

場合には、この修学資金の返還を免除します。 

 

≪制度の概要≫ 
貸付対象 下記の要件を満たす者 

 

（１） 県内の大学の第三学年以上、短大・看護専門学校又は准看護学校の第二学年

以上に在学していること。 

 

（２）修学資金の貸付けを受けようとする月の属する年度の前年度の学業成績が優

秀であること。 

「学業成績が優秀であること」 

①前年度のＧＰＡや平均成績等が学年の上位２分の１以上であること 

又はそれに相当する学力を有すると養成施設の長が認める者 

②各養成施設の長が推薦する者 

養成施設の長から推薦書の交付を受け、申請書と併せて提出 

 

（３）次の①又は②に定める強い意思を有すること 

①大学・短大を含む看護師養成施設に在学する者  

将来県内において保健師、助産師又は看護師の業務に従事する意思 

②准看護師養成所に在学する者  

将来県内において保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に従事する意思 

 

募集人数 予算の範囲内で毎年度決定する。 

申請人数

が定員を

超過した

場合 

養成施設から提出される推薦順位表に基づき学業成績等を勘案し、貸付者を決定

する。 

ただし、大学・短大生については、県外出身者を優先して貸付を行う。 

 

○県外出身者とは 

 大学、短大入学前年度の 1 月 1 日時点の住所が岐阜県外である者。 

貸付金額 養成施設の種別 貸付額 

国又は地方公共団体が設置する大学・短大を含む看護師養成施設 月額32,000円 

民間が設置する大学・短大を含む看護師養成施設 月額36,000円 

国又は地方公共団体が設置する准看護師養成所 ※県内非該当 月額15,000円 

民間が設置する准看護師養成所 月額21,000円 

利  息 なし 

貸付期間 

１年 

※・毎年度決定するため、自動継続はしない。 

・連続年の貸付申請は可能。 

返還免除

条  件 
（１）当然免除（全額免除） 

免許取得後、遅滞なく５年間県内にて看護職員の業務に従事すること。(業務従事期間) 
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（２）裁量免除（一部免除） 

貸付期間に相当する期間以上県内にて看護職員の業務に従事したとき、業務に従事し

た期間を５年で除して得た数値を修学資金の返還債務の額に乗じて得た額について、免

除。 

                   勤務期間（月） 

一部免除額＝貸付金額× 

              ６０（月）（＝５（年）×12か月） 

【例】 

 ２年分貸付（864,000円）を受けたが、２年しか就業しなかった場合、 

 免除額は345,600円（＝864,000円×（24か月/60か月))となり、 

 残債務は 518,400 円（864,000 円-345,600 円）となる。 
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２．申請について 

 

（１）申請受付期間  令和８年（2026 年）６月１日（月）～7 月 31 日（金）【17 時厳守】 
 
（２）申請の流れ 

岐阜県看護学生修学資金貸付規則（以下、「規則」という。）に従い、 
申請期間内に、書類の提出により申請してください。 
 
①学生から養成施設へ修学資金貸付申請の意思を表明 
②養成施設からの推薦を受けた者は、下記提出書類を作成し、養成施設へ提出 
  

 ●書類の提出 
  提出する書類は下記のとおりです。 

 ・修学資金貸付申請書（規則第１号様式） 
・在学証明書（令和８年（2026 年）４月１日以降のもの） 
・養成施設の長の推薦書（規則第２号様式）※長３形封筒に入れ割印を押印（開封無効） 
・戸籍抄本 ※6 ヶ月以内のもの 
・連帯保証人の印鑑証明書 ※6 ヶ月以内のもの 
・住民票（大学・短大生のみ）  
（住民票で大学入学前年度の 1 月 1 日時点の住所が確認できない場合は、住民票の除票

   など大学入学前年度の 1 月 1 日時点の住所が確認できる書類を添付すること）  
 

 
※・保証人となる２名は、生計が別でなければなりません。 
・なお、保証人に所得基準はありませんが、破産宣告を受けている方は保証人になることが
できません。 
・修学生が未成年者である場合は、保証人のうち一人は法定代理人であること。 

 
申請書などの様式は、岐阜県医療福祉連携推進課のホームページからダウンロードできます。 

 

医療福祉連携推進課ホームページ（URL） 
     https://www.pref.gifu.lg.jp/page/371346.html  
 

 

（３）書類提出先 
各養成施設が定める期間までに、各養成施設の岐阜県看護学生修学資金事務担当へ提出 

 

（４）選考 

書面による 

 
（５）貸付決定 

令和８年（2026 年）9 月中（予定）に書面で各養成施設を通して申請者あて通知します。 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/371346.html
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３．貸付けの決定について ＜規則第６条＞ 

 

（１）貸付決定までの流れ 
各養成施設から修学資金貸付申請書の提出があった後、書面にて審査を行います。 

審査結果は、修学資金貸付決定通知書（規則第 3 号様式）又は修学資金貸付不承認決定通知

書（規則第 4 号様式）にて通知します。 

 

（２）修学資金の貸付け 
６か月分の修学資金を、10 月及び翌年 1 月に分割して交付します。修学生（規則第 10 条）

は、修学資金の貸付けを受けた後、修学資金借用証書（規則第７号様式）を直ちに提出する必

要があります。 

 
 
４．貸付決定の取消しについて ＜規則第 11 条＞ 

 

修学生が以下のいずれかに該当することとなった場合には、修学資金の貸付決定が取り消され

ます。 

 

・退学したとき 

・病気、負傷その他の理由により、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

・学業成績又は素行が著しく不良と認められるとき。 

・修学に関し、他の同種の資金の貸付け又は支給を受けたとき。 

・修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。 

・死亡したとき。 

・その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。 

 

<一時取消し> 

・修学生が休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する

月までの分の修学資金の貸付けを行なわない。  

 

５．返還免除について ＜規則第 13・14 条＞ 

 

 返還免除には、（１）当然免除、（２）裁量免除  があります。 

 返還免除を受けようとする場合は、修学資金返還免除申請書（規則第１３号様式）を提出して

ください。 

審査結果は、修学資金返還免除決定通知書（規則第１５号様式）又は修学資金返還免除不承認

決定通知書（規則第１６号様式）にて通知します。 

 

【返還免除条件】 

（１）当然免除（全額免除） 

免許取得後、遅滞なく５年間県内にて看護職員の業務に従事すること。 

（２）裁量免除（一部免除） 

貸付期間に相当する期間以上県内にて看護職員の業務に従事したとき、業務に従事した期間を
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５年で除して得た数値を修学資金の返還債務の額に乗じて得た額について、免除。 

                  勤務期間（月） 

一部免除額＝貸付金額× 

             ６０（月）（＝５（年）×12か月） 

 

 

【例】 

 ２年分貸付（864,000円）を受けたが、２年しか就業しなかった場合、 

 免除額は345,600円（＝864,000円×（24か月/60か月))となり、 

 残債務は 518,400 円（864,000 円-345,600 円）となる。（返還手続きへ） 
 
 

６．返還について ＜規則第 12 条＞ 

 

借受人が以下のいずれかに該当することとなった場合には、理由が生じた日の属する月の翌月

から起算して、貸付けを受けた期間に相当する期間内に、修学資金を返還しなければなりません。 

※規則第１１条第２項の規定により修学資金が貸し付けられなかった期間を除き、第１７条

の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、当該猶予された期間を加算します。 

 

・修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。(P.5「4.貸付決定の取消しについて」参照) 

・養成施設を卒業した日から１年以内に当該養成施設に係る免許を取得しなかったとき。 

・修学資金利用免許を取得した後、遅滞なく県内において看護職員の業務に従事しなかったと

き。 

・修学資金利用免許を取得し、遅滞なく県内において看護職員の業務に従事し始めた後、死亡

し、又は県内において看護職員の業務に従事しなくなったとき。 

 

（１）返還の手続き 

修学資金を返還しなければならないときは、返還事由が生じた日から起算して２０日以内に

修学資金返還明細書（規則第１１号様式）を提出してください。 

提出した修学資金返還明細書の内容を変更するときは、その理由を記載した修学資金返還方

法変更承認申請書（規則第１２号様式）を県に提出してください。 

 

 

（２）返還の猶予 

次のいずれかに該当するときは、当該事項が継続する間、修学資金の返還が猶予されること

があります。 

 

・ 修学資金の貸付けの決定が取り消された後も引き続き当該養成施設に在学していると

き。 

・ 当該養成施設を卒業後更に文部科学省又は都道府県知事の指定した保健師養成施設（大

学）、助産師養成施設（大学）若しくは看護師養成施設（大学）に在学しているとき。 

・ 当該養成施設を卒業後更に、看護師の免許を取得し、学校教育法第９７条に規定する大学

院の看護職員に関連する専門知識の修得を目的とする修士課程若しくは博士課程又は国

内の大学院と同等以上と認められる国外の大学院の看護職員に関連する専門知識の修得
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を目的とする修士課程若しくは博士課程に在学しているとき。 

・ 借受人が県内において看護職員の業務に従事しているとき。 

・ 疾病、負傷または育児休業その他やむを得ない理由があるとき。 

 

 

（３）返還の猶予の手続 

修学資金の返還の猶予を受ける場合は、修学資金返還猶予申請書（規則第１７号様式）に返

還猶予を受ける資格を有することが分かる書面を添えて提出してください。 

提出された申請書を審査し、その結果を修学資金猶予決定通知書（規則第１８号様式）又は  

修学資金猶予不承認決定通知書（規則第１９号様式）にて通知します。 
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７．届出について 

 

⚫ 修学生（規則第 10 条第 1 項）【貸付中】 

以下のいずれかに該当する場合には、届出書（規則第８号様式）にその事実が分かる書面を

添えて、速やかに県に届け出てください。 

 

・ 氏名、住所又は養成施設を変更したとき。 

・ 退学しようとするとき。 

・ 修学に堪えない程度の疾病、負傷等を生じたとき。 

・ 休学し、又は退学若しくは停学の処分を受けたとき。 

・ 復学したとき。 

・ 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡し、破産手続

開始の決定を受け、その他保証人として適当でなくなったとき。 

・ 修学に関し、他の同種の資金の貸付け又は支給を受けたとき。 

・ 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。 

 

⚫ 借受人（規則第 10 条第 2 項）【貸付終了後】 

（１） 県内において看護職員の業務に従事している間は、毎年４月１日現在の従事状況につい

て、届出書（規則第８号様式）に従事状況報告書（規則第９号様式）及び従事証明書（規

則第１０号様式）を添えて、届け出なければなりません。 

提出期限：毎年４月３０日まで 

  ＜注意事項＞ 

  ・通常、看護師免許証の発行には数か月時間がかかるため、登録済証明書の発行をお願いし

ます。（従事状況報告書及び従事証明書に記載する看護師籍番号が 4 月 30 日までに判明

しない可能性があります。） 

   

 

（２）以下のいずれかに該当することとなった場合には、届出書（規則第８号様式）にその事

実を証する書面を添えて、速やかに知事に届け出なければなりません。 

 

・ 氏名又は住所を変更したとき。 

・ 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡し、破産手続

開始の決定を受け、その他保証人として適当でなくなったとき。 

・ 修学資金の貸付けを受けて養成施設を卒業したとき及び養成施設を卒業した月の翌月から

起算して一年以内に当該養成施設に係る免許を取得したとき。 

・ 免許を取得した後、県内において看護職員の業務に従事し始めたとき、及び看護職員の

業務に従事しなくなったとき。 

・ 県内において業務に従事する場所を変更したとき。 

 

（修学生又は借受人が死亡したとき） 

保証人は、直ちにその旨を知事に届け出なければなりません。 
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8.修学資金申請書類チェック表 

 

（１）申請から実際に貸付を受けるまで ※修学生から各養成施設担当に提出 

                                                               

（２）貸付中 ※修学生から速やかに養成施設担当者に提出し県へ送付 

要件 提出書類 備考 

申請のとき □修学資金貸付申請書（規則第１号様式） 

□在学証明書（令和８年(2026年）４月１日

以降のもの） 

□養成施設の長の推薦書（規則第２号様式） 

□戸籍抄本（6ヶ月以内のもの） 

□住民票（大学・短大生のみ） 

□連帯保証人の印鑑証明書（6ヶ月以内のもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推薦書は送付時に各養成施設

にて封入割印されるもの(開封

無効) 

 

 

※住民票で大学・短大入学前年

度1月1日時点の住所が確認で

きない場合は、それを証する書

類（住民票の除票等）を添付す

ること。 

修学資金貸付決定

通知書を受け取っ

たとき 

□誓約書（規則第５号様式） 

□ 口座振替申出書（規則第６号様式） 

□通帳コピー（内容が読み取れるもの） 

修学資金貸付決定通知書受

取より２０日以内に提出 

修学資金の貸付け

を受けたとき 

（年２回） 

□修学資金借用証書（規則第７号様式） 
交付を受けたあと、直ちに

提出 

要件 提出書類 

氏名、住所の変更があったとき □届出書（規則第８号様式） 

□戸籍抄本または住民票 

保証人の氏名、住所もしくは職業を変更した

とき 
□届出書（規則第８号様式） 

□連帯保証人の印鑑証明書（変更がある場合） 

※届出書の「届出内容」に修学資金貸付申請

書2枚目（裏面）の変更内容を記入 
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保証人が死亡または破産手続きの決定を受け

保証人を変更したとき 
□届出書（規則第８号様式） 

□修学資金貸付申請書の2枚目（裏面）の内

容が記載された書面 

□新たに定めた連帯保証人の印鑑証明書 

養成施設を変更したとき □届出書（規則第８号様式） 

□在学証明書 

修学に堪えない病気、負傷をしたとき □届出書（規則第８号様式） 

□診断書 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

死亡（保証人から提出）したとき □届出書（規則第８号様式） 

□死亡診断書写し等 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

休学後、退学したとき 

停学処分を受けたとき 
□届出書（規則第８号様式） 

□休学、停学、退学がわかる書面（休学、停

学の場合は開始日がわかるもの） 

復学したとき □届出書（規則第８号様式） 

□復学がわかる書面（復学開始日がわかるも

の） 

退学したとき □届出書（規則第８号様式） 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

修学に対し他の同種の資金の貸付又は支給を

受けたとき 
□届出書（規則第８号様式） 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

修学資金の貸付を辞退したとき □届出書（規則第８号様式） 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 
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（３）貸付終了後 ※借受人から速やかに県へ提出 

要件 
提出書類 

備考 

氏名、住所の変更があ

ったとき 

□届出書（規則第８号様式） 

□戸籍抄本または住民票 

 

 

 

 

 

保証人の氏名、住所も

しくは職業を変更した

とき 

□届出書（規則第８号様式） 

※届出書の「届出内容」に修学資金貸付申請

書2枚目（裏面）の内容を記入 

保証人が死亡または破

産手続きの決定を受け

たとき 

□届出書（規則第８号様式） 

□修学資金貸付申請書の2枚目の内容が記載され

た書面 

□新たに定めた連帯保証人の印鑑証明書 

在学しているとき □修学資金返還猶予申請書（規則第17号様式） 

□在学証明書 

※既に同養成施設在学中の猶予を受けている場

合は在学証明書のみ 

毎年４月３０日ま

でに提出 

卒業したとき □届出書（規則第８号様式） 

□卒業証明書 
 

免許取得したとき □届出書（規則第８号様式） 

□免許の写し又は登録済み証明書の写し 

卒業後１年以内 

免許未取得の場合 

（猶予） 

□修学資金返還猶予申請書（規則第17号様式） 卒業翌月から１年

以内の場合 

免許未取得の場合 

（返還） 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 卒業翌月から１年

以上の場合 

返還事由が生じた

日から起算して 

２０日以内 

県内に就業開始・継続

した場合 

<就業開始時> 

□修学資金返還猶予申請書（規則第17号様式）

□届出書（規則第８号様式） 

□従事状況報告書（規則第９号様式） 

□従事証明書（規則第１０号様式） 

<就業継続２年目以降> 

□届出書（規則第８号様式） 

□従事状況報告書（規則第９号様式） 

□従事証明書（規則第１０号様式） 

毎年４月３０日ま

で 

県外で就業した場合 □届出書（規則第８号様式） 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

 

返還事由が生じた

日から起算して 

２０日以内 

県内において、業務に

従事する場所を変更し

たとき 

□届出書（規則第８号様式） 

□変更先の従事証明書（規則第１０号様式） 

□前職の退職日が確認できるもの 

※前職場から「在職証明書（規則第１４号様式

）」を取得しておく（返還免除の際必要） 
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【具体例】 

准看護学校を卒業後、

引き続き看護学校へ進

学した場合 

□届出書（規則第８号様式） 

□修学資金返還猶予申請書（規則第１７号様式）   

□准看護学校の卒業証明書 

□看護学校の在学証明書 

□准看護師免許の写し 

＜同時に県内就業している場合＞ 

□届出書（規則第８号様式） 

□修学資金返還猶予申請書（規則第１７号様式）   

□准看護学校の卒業証明書 

□看護学校の在学証明書 

□准看護師免許の写し 

□従事状況報告書（規則第９号様式） 

□従事証明書（規則第１０号様式） 

猶予申請期間は看

護学校の在学期間

（県内就業してい

る場合は、5 年

間）を記載 

 

 

 

免許取得後、遅滞なく

５年間県内にて看護職

員の業務に従事した場

合（全額免除） 

□修学資金返還免除申請書（規則第１３号様式） 

□在職証明書（規則第１４号様式） 

 ※５年間の県内就業がわかるもの 

□免除を受けられる事由に該当することを証す

る書面（規則第１３・１４条に該当事由） 

 

 

就業期間が貸付期間以

上かつ義務年限未満の

場合 

（一部免除） 

□修学資金返還免除申請書（規則第１３号様式） 

□在職証明書（規則第１４号様式） 

※県内就業の期間がわかるもの 

□免除を受けられる事由に該当することを証す

る書面（規則第１３・１４条に該当事由） 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

 

病気、負傷その他やむ

を得ない理由で返還が

困難な場合 

□修学資金返還猶予申請書（規則第１７号様式） 

□診断書等その事実を証明する書類 

 

その期間は業務従

事期間に算入され

ません 

育児休業する場合 □修学資金返還猶予申請書（規則第１７号様式） 

□育児休業を証明する書面 

その期間は業務従

事期間に算入され

ません 

遅滞なく復帰したとき □修学資金返還猶予申請書（規則第１７号様式） 

□復帰がわかる書面（復帰日がわかるもの） 

 

業務従事期間内に退職し

県内において遅滞なく従

事しなかったとき（規則

第１３条各号に揚げる場

合を除く） 

□届出書（規則第８号様式） 

□退職日がわかるもの 

□在職証明書（規則第１４号様式） 

※県内で業務した期間がわかるもの 

□修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 

規則第１２条１項 

第４号 
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「（１）申請から実際に貸付を受けるまで」「（２）貸付中」の書類は養成施設から県

へ提出します。その他の届出等は、次の提出先へ本人から提出してください。 

 

【提出先】 

  〒５００―８５７０ 

    岐阜県庁 医療福祉連携推進課 看護係 

     ※「看護学生修学資金貸付書類在中」と記載してください。 

 

このガイドブックは、令和８年度に新たに修学資金を

借りた修学生のために作成しています。 

他の年度に借りた方は内容が多少異なることがありま

す。 

 

このガイドブックは、免除の決定まで大切に保管して

ください。 
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9 申請から貸付け終了までの手続フロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

養成施設へ下記書類提出 
 ・修学資金貸付申請書 
 （規則第１号様式） 
・在学証明書 
（令和８年（2026年） 
４月１日以降のもの） 

・養成施設の長の推薦
書 

（規則第２号様式） 
・戸籍抄本 
・住民票（大学・短大生
のみ） 

・保証人の印鑑証明書 

申請 
県
に
お
い
て
書
類
審
査 

修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
送
付 

修
学
資
金
貸
付
不
承
認
決
定
通
知
書
送
付 

承認 

不
承
認 

●フォームでのエントリー 
●養成施設へ下記書類送付 
・誓約書（規則第５号様式） 
・口座振替申出書 

（規則第６号様式） 
・通帳コピー 

貸付手続 

※修学資金貸付決定通知書受取から
20日以内に提出が必要 

交付確認後 
修学資金借用証書（規
則第７号様式）提出 
（年２回） 

貸付け後 

交
付
（
年
２
回
） 

以下に該当する場合は貸付取り消しし、返還
となる。 
 

・退学 

・修学に堪えない程度の病気、負傷等 

・学業成績又は素行が著しく不良と認められ

るとき 

・修学に関し、他の同種の資金の貸付け又は

支給を受けたとき 

・修学資金の貸付けを受けることを辞退 

・死亡 

・その他修学資金の貸付けの目的を達成する

見込みがないと認められるとき 

貸付決定の取消し 

以下に該当する場合は届出書（規則第８号様
式）と添付書類を提出 
 

・氏名、住所又は養成施設を変更 

・保証人の氏名、住所等の変更、又は保証人

が死亡し、破産手続開始の決定を受け、そ

の他保証人として適当でなくなったとき 

・休学、停学、復学のとき 

・養成施設の変更 

 

・死亡（保証人からの届出） 

・退学 

・修学に堪えない程度の病気、負傷等 

・修学に関し、他の資金の貸付け又は支給を

受けたとき 

・修学資金の貸付けを受けることを辞退 

届出 

返還 

返還申請を県に提出 ・修学資金返還明細書（規則第１１号様式） 
 

返還手続 
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 貸付け終了後からの手続フロー  

 

  貸
付
け
後 

下記書類を提出 
 
・届出書 
（規則第８号様式） 
・卒業証明書 
・免許写し又は 
登録済み証明書の
写し 

卒業 

猶予申請のため下記提出 
 
・修学資金返還猶予申請書

（規則第１７号様式） 
・在学証明書 

在学中 

下記書類を提出 
【就業開始時のみ】 
・修学資金返還猶予申請

書（規則第１7 号様式） 
 
・届出書（規則第８号様式） 
・従事状況報告 

（規則第９号様式） 
・従事証明書 

（規則第１０号様式） 
毎年４月末までに提出 

県内に就業開始・継続 

猶予申請のため下記書類を
提出 
 
・修学資金返還猶予申請書

（規則第１７号様式） 

免許未取得(卒業後1年以内) 

1nenn  

免許取得 

免許取得 

返還免除申請を提出 
 
・修学資金返還免除申請書 

（規則第１３号様式） 
・在職証明書 

（規則第１４号様式） 

５年間県内において 

看護職員の業務に従事した後 返
還
免
除 

返還免除申請を提出 
 
・修学資金返還免除申請書 

（規則第１３号様式） 
・在職証明書 

（規則第１４号様式） 

就業期間が貸付期間以上で 

（県内）就業をやめた時 

返
還
一
部
免
除 

修
学
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書
送
付 
修
学
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書
送
付 

返還申請を提出 
 
修学資金返還明細書 
（規則第１１号様式） 

就業期間が貸付期間未満で 

（県内）就業をやめた時 返還申請を提出 
 
・修学資金返還明細書 
（規則第１１号様式） 
 

県外で就業 

返還申請を提出 
・修学資金返還明細書 
（規則第１１号様式） 

免許未取得(卒業後1年以上) 

1nenn  

返還 

猶予申請のため下記提出 
 
・修学資金返還猶予申請

書（規則第１７号様式） 
・事実を証明する書面 

進学、災害、疾病等、 

育児休業した場合 

以下に該当する場合は届出
書（規則第８号様式）と添付
書類を提出 

・氏名・住所変更 

・保証人の変更 

・死亡 

その他届出書 

修
学
資
金
返

還
猶
予 

決
定
（
不
承

認
）
通
知
書

 

送
付 

修学資金返還猶予 

決定（不承認）通知書  

送付 

返還方法変更申請を提出 
 
修学資金返還方法変更承認申
請書（規則第１２号様式） 

返還方法変更 

免許取得 

免許 

未取得 
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10．修学資金貸付規則 
 

 名     称 番  号 ページ 

 

岐阜県看護学生修学資金貸付規則 
 

  修学資金貸付申請書 

 

  推薦書 

 

修学資金貸付決定通知書  

 

  修学資金貸付不承認決定通知書  

  

  誓約書 

 

  口座振替申出書 

 

  修学資金借用証書 

 

  届出書 

 

  従事状況報告書 

 

  従事証明書 

 

  修学資金返還明細書 

 

  修学資金返還方法変更承認申請書 

 

  修学資金返還免除申請書 

 

在職証明書 

 

  修学資金返還免除決定通知書 

 

  修学資金返還免除不承認申請書 

 

  修学資金返還猶予申請書 

 

  修学資金返還猶予決定書 

 

  修学資金返還猶予不承認決定通知書 

 

 

― 

 

（規則）第１号様式 

             

（規則）第２号様式 

             

（規則）第３号様式 

             

（規則）第４号様式 

             

（規則）第５号様式 

       

（規則）第６号様式 

             

（規則）第７号様式 

             

（規則）第８号様式 

             

（規則）第９号様式 

             

（規則）第１０号様式 

             

（規則）第１１号様式 

 

（規則）第１２号様式 

 

（規則）第１３号様式 

 

（規則）第１４号様式 

             

（規則）第１５号様式 

             

（規則）第１６号様式 

             

（規則）第１７号様式 

             

（規則）第１８号様式 

             

（規則）第１９号様式 

 

 

 

１７ 

 

２２ 

 

２６ 

 

２８ 

 

２９ 

 

３０ 

 

３２ 

 

３４ 

 

３６ 

 

３８ 

 

４０ 

 

４２ 

 

４４ 

 

４６ 

 

５０ 

 

５２ 

 

５３ 

 

５４ 

 

５６ 

 

５７ 
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岐
阜
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則 

 
（
総
則
） 

第
一
条 
県
は
、
県
内
の
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
確
保
を
図
る
た
め
、
県
内
の
看
護
師
養
成
施
設
（
保
健
師
助
産
師
看

護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学

大
臣
の
指
定
し
た
大
学
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う

。
）
並
び
に
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
准
看
護
師
養
成

所
（
法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
師
養
成
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
在
学
す
る

者
に
対
し
、
修
学
資
金
を
貸
し
付
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
貸
付
け
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。 （
貸
付
け
の
対
象
者
） 

第
二
条 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

と
す
る
。 

一 

県
内
の
看
護
師
養
成
施
設
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
最
終
学
年
又
は
そ
の
直
前
の
学
年
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
第
一
学
年
に
在
籍
し
て
い
る
者
を
除
く
。 

二 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
学
業
成
績
が
優
秀
で
あ
る
こ
と
。 

三 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
意
思
を
有
す
る
こ
と
。 

イ 

看
護
師
養
成
施
設
に
在
学
す
る
者 

将
来
県
内
に
お
い
て
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
の
業
務
に
従
事
す
る

意
思 

ロ 

准
看
護
師
養
成
所
に
在
学
す
る
者 

将
来
県
内
に
お
い
て
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
業
務

に
従
事
す
る
意
思 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
学
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
の
数
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
決
定
す
る
。 

（
修
学
資
金
の
貸
付
額
及
び
貸
付
期
間
） 

第
三
条 

修
学
資
金
の
貸
付
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

看
護
師
養
成
施
設
に
在
学
す
る
者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
修
学
資
金
（
以
下
「
看
護
師
修
学
資
金
」
と
い
う
。）

 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

イ 

看
護
師
養
成
施
設
の
設
置
者
が
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
又
は
地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
る
場
合

 

月
額
三
万
二
千
円 

ロ 

看
護
師
養
成
施
設
の
設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
あ
る
場
合 

月
額
三
万
六
千
円 

二 

准
看
護
師
養
成
所
に
在
学
す
る
者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
修
学
資
金
（
以
下
「
准
看
護
師
修
学
資
金
」
と
い
う
。

） 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

イ 

准
看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合 

月
額
一
万
五
千
円 

ロ 

准
看
護
師
養
成
所
の
設
置
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
で
あ
る
場
合 

月
額
二
万
千
円 

２ 

修
学
資
金
を
貸
し
付
け
る
期
間
は
、
在
学
す
る
看
護
師
養
成
施
設
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
課
程
の
正
規
の
修
業
年

数
か
ら
一
年
を
控
除
し
た
年
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
修
学
資
金
の
利
息
） 

第
四
条 

修
学
資
金
は
、
無
利
息
と
す
る
。 

（
貸
付
け
の
申
請
） 

第
五
条 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修
学
資
金
貸
付
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ

る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

在
学
証
明
書 

二 

看
護
師
養
成
施
設
又
は
准
看
護
師
養
成
所
の
長
の
推
薦
書
（
別
記
第
二
号
様
式
） 

三 

戸
籍
抄
本 

四 

連
帯
保
証
人
の
印
鑑
証
明
書 

五 

住
民
票
（
住
民
票
に
よ
り
大
学
等
に
入
学
す
る
前
年
度
の
１
月
１
日
時
点
の
住
所
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
そ

れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
提
出
が
必
要
と
な
る
者
は
、
大
学
等
在
学
中
の
者
に
限
る
。） 

六 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
面 
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（
貸
付
け
の
決
定
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
貸
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
申
請
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
又
は
修
学
資
金
貸
付
不
承
認
決

定
通
知
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

修
学
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
修
学
生
」
と
い
う
。）
は
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
日
か

ら
起
算
し
て
二
十
日
以
内
に
誓
約
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
及
び
口
座
振
替
申
出
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
連
帯
保
証
人
） 

第
七
条 

修
学
生
は
、
連
帯
保
証
人
（
以
下
「
保
証
人
」
と
い
う
。）
二
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知

事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
一
人
の
保
証
人
を
立
て
れ
ば
足
り
る
。 

２ 

修
学
生
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
保
証
人
の
う
ち
一
人
は
、
そ
の
者
の
法
定
代
理
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
保
証
人
と
し
て
適
当
で
あ
る
法
定
代
理
人
が
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
修
学
資
金
の
交
付
） 

第
八
条 

修
学
資
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
に
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
の
分 

十
月 

二 

十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
月
の
分 

同
年
一
月 

（
借
用
証
書
） 

第
九
条 

修
学
生
は
、
修
学
資
金
の
交
付
を
受
け
た
後
、
直
ち
に
修
学
資
金
借
用
証
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
届
出
） 

第
十
条 

修
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
届
出
書
（
別
記
第
八
号
様
式
）
に
そ
の
事
実
を
証

す
る
書
面
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
、
住
所
又
は
在
学
す
る
看
護
師
養
成
施
設
若
し
く
は
准
看
護
師
養
成
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

二 

退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
修
学
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。 

四 

休
学
し
、
又
は
退
学
若
し
く
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。 

五 

復
学
し
た
と
き
。 

六 

保
証
人
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
職
業
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
保
証
人
が
死
亡
し
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定

を
受
け
、
そ
の
他
保
証
人
と
し
て
適
当
で
な
く
な
っ
た
と
き
。 

七 

修
学
に
関
し
、
他
の
同
種
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
支
給
を
受
け
た
と
き
。 

八 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
す
る
と
き
。 

２ 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
終
わ
っ
た
者
（
以
下
「
借
受
人
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
届
出
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

二 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
と
き
。 

三 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
修
学
し
た
看
護
師
養
成
施
設
又
は
准
看
護
師
養
成
所
（
以
下
「
修
学
資
金
利
用
養

成
所
」
と
い
う
。）
を
卒
業
し
た
と
き
及
び
修
学
資
金
利
用
養
成
所
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算

し
て
十
二
月
以
内
に
修
学
資
金
利
用
免
許
（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
看
護
師
の

免
許
を
、
准
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
准
看
護
師
の
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
取
得
し
た
と
き
。 

四 

県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
保
健
師
、
助
産

師
又
は
看
護
師
の
業
務
を
、
准
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
保
健
師
、
助
産
師
、
看

護
師
又
は
准
看
護
師
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
従
事
し
始
め
た
と
き
及
び
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

五 

県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
従
事
す
る
場
所
を
変
更
し
た
と
き
。 

３ 

借
受
人
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
と
き
は
、
同
日
に
お
け
る
従
事

の
状
況
を
同
月
三
十
日
ま
で
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
従
事
状
況
報
告
書
（
別
記
第
九
号
様
式
）
に
従
事
証
明
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
又
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は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
面
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 
保
証
人
は
、
修
学
生
又
は
借
受
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
直
ち
に
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
貸
付
け
の
決
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
一
条 
知
事
は
、
修
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
取
り
消

す
も
の
と
す
る
。 

一 

退
学
し
た
と
き
。 

二 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
修
学
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

三 

学
業
成
績
又
は
素
行
が
著
し
く
不
良
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

四 

前
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
と
き
。 

五 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。 

六 

死
亡
し
た
と
き
。 

七 

そ
の
他
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

修
学
生
が
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
休
学
し
た
日
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
復
学
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
分
の
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
月
の
分
と
し
て
既
に
交
付
し
た
修
学
資
金
が
あ
る
と
き
は
、
修
学
生
が
復
学
し
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
以
後
の
月
の
分
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
修
学
資
金
の
返
還
） 

第
十
二
条 

借
受
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
が

貸
し
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
除
き
、
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
履
行
が
猶
予
さ
れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
え
た

期
間
）
内
に
修
学
資
金
を
一
括
し
て
、
又
は
分
割
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。 

二 

修
学
資
金
利
用
養
成
所
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
に
修
学
資
金
利
用
免
許

を
取
得
し
な
か
っ
た
と
き
。 

三 

修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
な
か
っ
た
と
き
。 

四 

修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
、
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
始
め
た
後
、
死
亡
し
、

又
は
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
次
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）。 

２ 

借
受
人
は
、
修
学
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
以

内
に
修
学
資
金
返
還
明
細
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

借
受
人
は
、
修
学
資
金
の
返
還
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
修
学
資
金
返
還
方

法
変
更
承
認
申
請
書
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
返
還
債
務
の
当
然
免
除
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
借
受
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
貸
し
付
け
た
修
学
資
金
の
返
還
債
務
（

履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
の
全
部
を
免
除
す
る
。 

一 

借
受
人
が
修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
き
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員

の
業
務
に
従
事
し
始
め
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
除
き
引
き
続
き
五
年
間
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従

事
し
た
と
き
。 

イ 

次
に
掲
げ
る
学
校
等
（
看
護
師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
、
⑴
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑻

に
掲
げ
る
学
校
等
）
に
在
学
す
る
期
間 

⑴ 

法
第
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校 

⑵ 

法
第
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
保
健
師
養
成
所 

⑶ 

法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校 

⑷ 

法
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
助
産
師
養
成
所 

⑸ 

法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
大
学 

⑹ 

法
第
二
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校 

⑺ 

法
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所 

⑻ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
保
健
師
、
助
産
師

又
は
看
護
師
の
業
務
に
関
す
る
専
門
知
識
の
修
得
を
目
的
と
す
る
修
士
課
程
若
し
く
は
博
士
課
程
又
は
こ
れ
ら

と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
国
外
の
大
学
院
の
課
程 
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ロ 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
期
間 

二 
借
受
人
が
修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
期
間
を
除
き
遅
滞
な
く
県
内
に
お
い

て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
始
め
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
除
き
引
き
続
き
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務

に
従
事
し
、
五
年
を
経
過
す
る
前
に
、
看
護
職
員
の
業
務
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
看
護
職
員
の
業
務
に
起
因
す
る
疾

病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
（

再
び
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）。 

（
返
還
債
務
の
裁
量
免
除
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
借
受
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

を
除
く
。）
は
、
貸
し
付
け
た
修
学
資
金
の
返
還
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
の
全
部
又
は
一

部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
期
間
（
一
年
に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
一
年
と
す
る
。）

に
相
当
す
る
期
間
以
上
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

二 

死
亡
、
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

き
。 

２ 

前
項
第
一
号
に
該
当
し
て
返
還
債
務
を
免
除
す
る
場
合
に
お
け
る
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
返
還
債
務
の
額
は
、
県

内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
を
五
年
に
相
当
す
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
（
こ
の
数
が
一
よ
り
大

き
い
場
合
は
、
一
）
に
貸
付
け
を
受
け
た
修
学
資
金
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
履
行
期
が
到
来
し
て
い
る
返
還
債
務

の
額
を
控
除
し
た
額
（
こ
の
額
が
零
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、
零
円
）
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
返
還
免
除
の
申
請
） 

第
十
五
条 

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
受
人
は
、
修
学
資
金
返
還
免

除
申
請
書
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

在
職
証
明
書
（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
面 

二 

第
十
三
条
各
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

（
返
還
免
除
の
決
定
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
返
還
免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
申
請
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
修
学
資
金
返
還
免
除
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
又
は
修
学
資
金
返
還
免

除
不
承
認
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
返
還
の
猶
予
） 

第
十
七
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行

を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

借
受
人
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
貸
付
け
の
決
定
を
取
り
消
さ
れ
た
後
、
引
き
続
き
修
学

資
金
利
用
養
成
所
に
在
学
し
て
い
る
場
合 

当
該
引
き
続
き
在
学
し
て
い
る
期
間 

二 

借
受
人
が
修
学
資
金
利
用
免
許
を
取
得
し
た
後
、
第
十
三
条
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑻
ま
で
に
掲
げ
る
学
校
等
（
看
護

師
修
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
借
受
人
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑻
に
掲
げ
る
学
校
等
）
に
在

学
し
て
い
る
場
合 

当
該
在
学
し
て
い
る
期
間 

三 

借
受
人
が
県
内
に
お
い
て
看
護
職
員
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合 

当
該
従
事
し
て
い
る
期
間 

四 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
借
受
人
が
修
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合 

当
該
理
由
が
な
く
な
る
ま
で
の
期
間 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
借
受
人
は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予

申
請
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
返
還
猶
予
の
決
定
） 

第
十
八
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
申
請
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
修
学
資
金
返
還
猶
予
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
又
は
修
学
資
金
返
還
猶

予
不
承
認
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
延
滞
利
息
） 

第
十
九
条 

借
受
人
は
、
修
学
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
返
還
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日

か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返
還
す
べ
き
額
に
つ
き
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
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延
滞
利
息
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
雑
則
） 

第
二
十
条 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
修
学
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

附 
則
（
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
規
則
第
六
十
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則
（
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
規
則
第
十
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



- 22 - 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

修学資金貸付申請書 

 

  

月額              円 

貸付期間及び貸付申請額 
     年   月から     年   月まで 

 総額                      円 

 

 

 

 

 

 

本 

 

 

 

 

 

 

人 

ふりがな 
 

養成所名等 

 

 

 

 

所属する学年   年  

氏  名 
 

生年月日 

及び年齢 

    年   月   日 

（満   歳） 

入学年月 
 

年    月 

卒業予定 

年  月 

 

年    月 

 

現住所及び 

電 話 番 号 

〒 

 

 

（   ）  －        携帯電話   －   － 

 

帰 省 先 住 所 

及び電話番号 

〒 

 

 

 

（   ）  － 

出身地 
大学等在学者のみ 
 

□ 岐阜県内 

 

□ 岐阜県外 

 

 

メ ー ル 

アドレス 

携帯メール： 

 

ＰＣメール： 

 

添 付 書 類 

１ 在学証明書 

２ 看護師養成所又は准看護師養成所の長の推薦書（第２号様式） 

３ 戸籍抄本 

４ 連帯保証人の印鑑証明書（※連帯保証人欄の㊞と同様） 

５ 住民票（大学等在学者のみ） 

６ その他（                   ） 

  

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の貸付けを受けたいので申請します。 

なお、私は、将来、岐阜県内において保健師、助産師又は看護師の業務（准看護師養成所

に在学する者にあっては、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務）に従事する意思が

あることを申し添えます。 

 

      年  月  日 

 

申請者氏名             

 

岐阜県知事 様 
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 上記の申請者が貸付けを受ける岐阜県看護学生修学資金の返還債務については、本人と連

帯して履行することを保証します。 

 なお、破産宣告は受けておりません。 

 

      年  月  日 

 

  岐阜県知事 様 

 

 

連 

 

帯 

 

保 

 

証 

 

人 

住  所 

 

 

 

電話番号 

（自宅） 

 

氏  名 

 

㊞ 

 

生年月日 

及び年齢 

   年  月  日 

（満   歳） 

職  業 

 

 

 

本人との 

続  柄 

 

住  所 

 

 

 

電話番号 

（自宅） 

 

氏  名 

 

㊞ 

 

生年月日 

及び年齢 

   年  月  日 

（満   歳） 

職  業 

 

 

 

本人との 

続  柄 

 

 

※ 「出身地」は、大学等在学者のみ選択すること。 

※ 岐阜県内出身者とは以下の要件に該当する者とする。 

   大学等入学前年度の１月１日時点の住所が岐阜県内である者。 

 ※ 岐阜県外出身者とは以下の要件に該当する者とする。 

   大学等入学前年度の１月１日時点の住所が岐阜県外である者。 

 ※ 住民票で大学等入学前年度の１月１日時点の住所が確認できない場合は、それを証する書類を

添付すること。 
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別記                                     【記入例】 
第１号様式（第５条関係） 

修学資金貸付申請書 

 

  

月額       円 

貸付期間及び貸付申請額 
  令和８ 年   ４月から  令和９年   ３月まで 

 総額                            384,000円 

 

 

 

 

 

本 

 

 

 

 

 

 

人 

ふりがな 
ぎふ みなも 

養成施設名

等 

 

 

○○看護大学 
 

所属する学年  ３年  

氏  名 
岐阜 水面 

生年月日 

及び年齢 

平成１７年 ６ 月１３日 

（満 １９歳） 

入学年月 
 

令和７年  ４月 

卒業予定 

年  月 

 

令和１０年  ３月 

現住所 

及び電話番号 

〒５００－００００ 

 岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

（０５８） ○○○－○○○○ 携帯電話０８０－○○○○－○○○○ 

帰省先住所 

及び電話番号 

〒５００－００００ 

 岐阜県岐阜市○○○○１２３  

                                                

（０５８） ○○○－○○○○                               

出身地 

 

□ 岐阜県内 

 

☑ 岐阜県外 

 

メール 

アドレス 

携帯メール：gi fu@gi fu .com 

 

ＰＣメール： 

 

添 付 書 類 

１ 在学証明書 

２ 看護師養成所又は准看護師養成所の長の推薦書（第２号様式） 

３ 戸籍抄本 

４ 連帯保証人の印鑑証明書（※連帯保証人欄の㊞と同様） 

５ 住民票（大学等在学者のみ） 

６ その他（                   ） 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の貸付けを受けたいので申請します。 

なお、私は、将来、岐阜県内において保健師、助産師又は看護師の業務（准看護師養成所

に在学する者にあっては、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務）に従事する意思が

あることを申し添えます。 

 

 

     令和８年  ７月  １日 

 

申請者氏名   岐阜 水面  

 

岐阜県知事 様 

 

 

【注】二重線による訂正は無効です。書き直してください。 

大文字、小文字、ハイフンやア

ンダーバー（＿）などわかりやすく

記入してください。 

普段から連絡の取れる住所、

電話番号を記入して下さい。 

mailto:gifu@gifu.com
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【記入例】 

 

 上記の申請者が貸付けを受ける岐阜県看護学生修学資金の返還債務については、本人と連

帯して履行することを保証します。 

 なお、破産宣告は受けておりません。 

 

    令和８年  ７月  １日 

 

  岐阜県知事 様 

 

 

連 

 

帯 

 

保 

 

証 

 

人 

住  所 

〒５００－００００ 

岐阜市○○○○１－２－３ 

 

電話番号 

（自宅） 

０５８－○○○－○○○

○ 

氏  名 

 

岐阜 一郎               ㊞ 

 

生年月日 

及び年齢 

昭和５４年 １２月２４日 

（満 ４６ 歳） 

職  業 

 

会社員 
 

本人との 

続  柄 

父 

住  所 

〒５００－００００ 

岐阜市○○○○２３ 

 

電話番号 

（自宅） 

０５８－○○○－○○○

○ 

氏  名 

 

岐阜 次郎                ㊞ 

 

生年月日 

及び年齢 

昭和５６年 １１月２０日 

（満 ４４ 歳） 

職  業 

 

自営業 

 

本人との 

続 柄 

叔父 

 

※ 「出身地」は、大学等在学者のみ選択すること。 

※ 岐阜県内出身者とは以下の要件に該当する者とする。 

   大学等入学前年度の１月１日時点の住所が岐阜県内である者。 

 ※ 岐阜県外出身者とは以下の要件に該当する者とする。 

   大学等入学前年度の１月１日時点の住所が岐阜県外である者。 

 ※ 住民票で大学等入学前年度の１月１日時点の住所が確認できない場合は、それを証する書類を

添付すること。 

 

【注】二重線による訂正は無効です。書き直してください。 
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第２号様式（第５条関係） 

 

  

推  薦  書 

 

                                           学  年 

 

                                            氏  名 

 

                                            生年月日 

 

                                            住  所 

 

  上記の者は、下記のとおり成績が優秀であることから、岐阜県看護学生修学資金の貸付け

を受ける者として推薦します。 

 

記 

 

１ ＧＰＡによる学年順位が上位１/２以上 （順位：  人中  位／数値：   ） 

２ 平均成績による学年順位が上位１/２以上（順位：  人中  位／数値：   ） 

３ その他の指標による学年順位が上位１/２以上 

（指標：               ／順位：  人中  位／数値：   ） 

４ １～３を満たさないが、推薦する場合 

 ①判断の参考とした１～３の指標と順位、数値 

  （指標：               ／順位：  人中  位／数値：   ） 

 ②推薦理由 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

   岐阜県知事 様 

 

 

                                                          年   月   日 

 

 

                             養成施設名 

 

                             所 在 地 

 

                             職・氏 名 

 

 

※ １から４までのいずれか一つを記入すること。 

※ 職・氏名の欄には、看護師養成施設又は准看護師養成所の長が署名してください。 

  

【注意】 推薦書は、長３形の封筒に入れ、割印を押印してください。開封したものは無効になります。 
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第２号様式（第５条関連） 

【記入例】 

  

推  薦  書 

 

                                           学  年 

 

                                            氏  名 岐阜 水面 

 
                                             生年月日 平成１７年 ６ 月１３日 

 

                                            住  所 岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

  上記の者は、下記のとおり成績が優秀であることから、岐阜県看護学生修学資金の貸付け

を受ける者として推薦します。 

 

記 

 

１ ＧＰＡによる学年順位が上位１/２以上 （順位：  人中   位／数値：  ） 

２ 平均成績による学年順位が上位１/２以上（順位： ４０人中  ５位／数値：  ） 

３ その他の指標による学年順位が上位１/２以上 

（指標：               ／順位：  人中  位／数値：   ） 

４ １～３を満たさないが、推薦する場合 

 ①判断の参考とした１～３の指標と順位、数値 

  （指標：               ／順位：  人中  位／数値：   ） 

 ②推薦理由 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

   岐阜県知事   様 

 

 

                                                        令和８年  ７月  １日 

 

 

                             養成施設名 ○○看護専門学校 

 

                             所 在 地 岐阜県岐阜市〇〇〇４－５－６ 

 

                             職・氏 名 学校長・鮎川清 

 

 

※ １から４までのいずれか一つを記入すること。 

※ 職・氏名の欄には、看護師養成施設又は准看護師養成所の長が署名してください。 

 

 

 

 

順位は必ず記入し、 

数値に関してはわかる範

囲で記入すればよい 

 

 

【注意】 推薦書は、長３形の封筒に入れ、割印を押印してください。開封したものは無効になります。 
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第３号様式（第６条関係） 

 

修学資金貸付決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

岐阜県知事           

 

      年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護学生修学資金の貸付けについて

は、下記のとおり貸付けをすることに決定しましたので、岐阜県看護学生修学資金貸付規則

第６条第１項の規定により通知します。なお、この通知書を受け取った日から起算して２０

日以内に誓約書（第５号様式）及び口座振替申出書（第６号様式）を提出してください。 

 

記 

貸 付 決 定 番 号 第   －    号 

貸 付 金 額    総額               円 

月 額                     円 

貸 付 期 間 年   月～     年   月 

貸 付 金 の 交 付 時 期 等 

１回目 ２回目 

年   月  年   月 

円 円 

備考 
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第４号様式（第６条関係） 

 

修学資金貸付不承認決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

岐阜県知事           

 

 

      年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護学生修学資金の貸付けについては、下

記の理由により不承認と決定しましたので、岐阜県看護学生修学資金貸付規則第６条第１項の規定

により通知します。 

 

 

記 

 

 

理 由 
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第５号様式（第６条関係） 

 

 

誓  約  書 

 

 

私は、岐阜県看護学生修学資金の貸付けを受ける修学生としての自覚と誇

りを持ち、学業に専念することを誓います。 

また、将来は、岐阜県内において保健師、助産師又は看護師の業務（准看

護師養成所に在学する者にあっては、保健師、助産師、看護師又は准看護師

の業務）に従事することを誓います。 

 

 

 

           年  月  日 

 

 

 

 

                              氏  名                 

 

貸付決定番号  第   －  号 

 

 

   岐阜県知事 様 

 

 

 

 
 

 

※ 氏名は、自署すること。 
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第５号様式（第６条関係）                                                       【記入例】 

 

 

誓  約  書 

 

 

私は、岐阜県看護学生修学資金の貸付けを受ける修学生としての自覚と誇

りを持ち、学業に専念することを誓います。 

また、将来は、岐阜県内において保健師、助産師又は看護師の業務（准看

護師養成所に在学する者にあっては、保健師、助産師、看護師又は准看護師

の業務）に従事することを誓います。 

 

 

 

       令和８年 ７月 １日 

 

 

 

 

                              氏  名 岐阜 水面          

      

 

貸付決定番号  第 26 － 1 号 

 

 

   岐阜県知事  様 

 

 

 

 
 

 

※ 氏名は、自署すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付決定通知書を 

受け取ってから 

２０日以内に提出 
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第６号様式（第６条関係） 

 

口座振替申出書 

 

年  月  日 

岐阜県知事 様 

 

岐阜県看護学生修学資金の交付について、下記の口座を指定しますので、口座振替の方法

による支払いをお願いします。 

 

記 

 

区   分 □ 新規 □ 変更 

氏   名 

カナ 
 

 

漢字 

 

 

 

貸付決定番号          第    －    号 

養成施設名 
 

 

養成施設所在地 
 

 

住   所 

郵便番号 
 

 

 

 

 

電 話 番 号 
 

 

振 替 口 座 

金融機関名 
 

          □銀行／□金庫／□組合 

店舗名 
 

         □本店／□支店／□出張所 

預金種目 □普通／□当座／□貯蓄／□その他（別段等） 

口座番号 
 

 

口座名義 

カナ 
 

 

漢字 

 

 

 

※ 国内に本店をおく金融機関に限る。 

※ 口座振込不能防止のため、預金通帳表紙の裏面のコピーなど、金融機関名、店舗名、口座番 

号及び口座名義を確認することができるものを添付すること。 

  



- 33 - 

第６号様式（第６条関係） 

【記入例】 

口座振替申出書 

 

                                                             令和８年 ７月 １日 

  岐阜県知事 様 

 

岐阜県看護学生修学資金の交付について、下記の口座を指定しますので、口座振替の方法

による支払いをお願いします。 

 

記 

 

区   分 ☑ 新規 □ 変更 

氏   名 

カナ 
ギフ ミナモ 

 

漢字 

 

岐阜 水面 
 

貸付決定番号           第 ２６ － １ 号 

養成施設名 
○○看護専門学校 

 

養成施設所在地 
岐阜県岐阜市〇〇〇４－５－６ 

 

住   所 

郵便番号 
〒５００－００００ 

 

岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

 

電 話 番 号 
（０５８） ○○○－○○○○ 

 

振 替 口 座 

金融機関名 
〇〇銀行 

          ☑銀行／□金庫／□組合 

店舗名 
岐阜 

         □本店／☑支店／□出張所 

預金種目 ☑普通／□当座／□貯蓄／□その他（別段等） 

口座番号 
１２３４－５６７８ 

 

口座名義 

カナ 
ギフ ミナモ 

 

漢字 

 

岐阜 水面 

 

※ 国内に本店をおく金融機関に限る。 

※ 口座振込不能防止のため、預金通帳表紙の裏面のコピーなど、金融機関名、店舗名、口座番

号及び口座名義を確認することができるものを添付すること。 

貸付決定通知書を 

受け取ってから 

２０日以内に提出 
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第７号様式（第９条関係） 

 

修学資金借用証書 

借 用 金 額                       円 

借 用 期 間       年   月 ～         年   月 

養 成 施 設 名 

 

 

 

 

 上記のとおり借用しました。 

 

      年  月  日 

住   所 

 

氏   名 

 

貸付決定番号  第   －    号 

          

 

 岐阜県知事 様 
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第７号様式（第９条関係）                                                         【記入例】 

 

修学資金借用証書 

借 用 金 額              １９２,０００ 円  ※借りた金額の半額 

借 用 期 間    令和８年 ４月 ～     令和８年 ９月 

養 成 施 設 名 

 

○○看護専門学校 

 

 

 上記のとおり借用しました。 

 

   令和８（９）年 〇月 〇日 

住   所 岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

氏   名 岐阜 水面 

 

                  貸付決定番号  第 ２６－ １ 号 

          

 

 岐阜県知事 様 

 

 

 

 

  

１回目：令和８年４月～令和８年９月 

２回目：令和８年10月～令和９年３月 

 

交付を受けた後、直ち

に提出 
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第８号様式（第１０条関係） 

 

届     出     書 

 

年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

届出者（本人）住所 

氏名 

連絡先（電話番号） 

貸付決定番号    第   －    号 

保健師籍  厚生労働省 第     号 

助産師籍  厚生労働省 第     号 

看護師籍  厚生労働省 第     号 

准看護師籍（     ）第     号 

 

 

第１項 

 岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１０条      の規定により、下記のとおり届け出ま 

 第２項 

す。 

 

 

記 

 

届 出 事 項 
 

届出事項の発生年月日 
 

届 出 内 容 

 

 

※ 届出内容の欄に記載する事実を証する書面を添付すること。 
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第８号様式（第１０条関係）                                                         【記入例】 

 

届     出     書 

 

令和８年１２月 １日 

 

 岐阜県知事 様 

 

届出者（本人）住所  岐阜県関市○○○○１－２－３  

氏名  岐阜 水面         

連絡先（電話番号）０５８－○○○－○○○○ 

貸付決定番号       第 ２６－ 1 号 

保健師籍  厚生労働省 第     号 

助産師籍  厚生労働省 第     号 

看護師籍  厚生労働省 第    1  号 

准看護師籍（都道府県名）第     号 

 

 

第１項 

 岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１０条       の規定により、下記のとおり届け出ます。 

                      第２項 

 

 

記 

 

届 出 事 項 
住所変更 

届出事項の発生年月日 
令和７年１１月２０日 

届 出 内 容 

現住所を 

岐阜県岐阜市○○○○１―２―３  から 

 

岐阜県関市〇〇〇〇１―２―３に変更 

 

※ 届出内容の欄に記載する事実を証する書面を添付すること。 

貸付期間中は第1項 

貸付終了後は第2項を選択 

・住所 

・氏名 

・連絡先 

・貸付決定番号 

・籍番号 

記入必須 

記入事項 

第1項 

・氏名、住所又は養成施設の変更 

・退学 

・修学に堪えない程度の疾病、負傷 

・休学し、又は退学若しくは停学 

・復学 

・保証人の氏名、住所若しくは職業の変更 

・保証人が死亡、破産手続きの開始等保証人として適当でなくなった 

・修学に関し、他の同種の資金の貸付又は給付 

・修学資金の貸し付けの辞退 

第2項 

・氏名、住所又は養成施設の変更 

・保証人の氏名、住所若しくは職業の変更 

・保証人が死亡、破産手続きの開始等保証人として適当でなくなった 

・養成施設の卒業 

・免許取得 

・県内で就業開始 

・就業場所の変更 
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第９号様式（第１０条関係） 

 

従 事 状 況 報 告 書 

 

年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

借受人（本人）住所 

氏名 

連絡先（電話番号） 

貸付決定番号    第     －   号 

保健師籍  厚生労働省 第     号 

助産師籍  厚生労働省 第     号 

看護師籍  厚生労働省 第     号 

准看護師籍（     ）第     号 

 

 

 

岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１０条第３項の規定により、岐阜県内において 保健師 ・ 

助産師 ・ 看護師 ・ 准看護師 の業務に従事していることを報告します。 

なお、従事先は、下記のとおりです。 

 

記 

 

 

 

従事先 

名 称 
 

所 在 地 

 

 

 

 

※ 毎年４月１日現在の状況について記載すること。 

※ 「保健師・助産師・看護師・准看護師」の部分は、該当するものに〇を付けること。 

※ 従事証明書（第１０号様式）又はこれに相当する書面を添付すること。 
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第９号様式（第１０条関係）                            【記入例】 

 

業 務 等 状 況 報 告 書 

 

令和９年 ４月 １日  

 

岐阜県知事 様 

 

届出者（本人）住所  岐阜県岐阜市○○○○１－２－３  

氏名  岐阜 水面         

連絡先（電話番号）０５８－○○○－○○○○ 

貸付決定番号    第 ２６－ １ 号 

保健師籍  厚生労働省 第     号 

助産師籍  厚生労働省 第     号 

看護師籍  厚生労働省 第   １   号 

准看護師籍（都道府県名）第     号 

 

 

 

岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１０条第３項の規定により、岐阜県内において 保健師 ・ 

助産師 ・ 看護師 ・ 准看護師 の業務に従事していることを報告します。 

 なお、従事先は下記のとおりです。 

 

記 

 

 

 

従事先 

名 称 
○○病院 

所 在 地 

岐阜県岐阜市○○○○７―８―９ 

 

 

 

※ 毎年４月１日現在の状況について記載すること。 

※ 「保健師・助産師・看護師・准看護師」の部分は、該当するものに〇を付けること。 

※ 従事証明書（第１０号様式）又はこれに相当する書面を添付すること。 

  

毎年４月３０日までに提出 

・住所 

・氏名 

・連絡先 

・貸付決定番号 

・籍番号 

記入必須 
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第１０号様式（第１０条関係） 

 

従 事 証 明 書 

 

年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

医療機関等名             

所在地             

代表者名             

電話番号             

 

下記の者は、  保健師 ・ 助産師 ・ 看護師 ・ 准看護師 として、従事していることを証明し

ます。 

 

 

記 

 

氏 名 

 

 

 

保 健 師 籍 

 

厚生労働省 第               号 

 

助 産 師 籍 

 

厚生労働省 第               号 

 

看 護 師 籍 

 

厚生労働省 第               号 

 

准 看 護 師 籍 

都道府県名 

（     ）第              号 

 

 

※ 「保健師・助産師・看護師・准看護師」の部分は、該当するものに〇を付けること。 
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第１０号様式（第１０条関係）                           【記入例】 

 

従 事 証 明 書 

 

令和９年 ４月 １日 

 

 岐阜県知事 様 

 

医療機関等名 ○○病院        

                               所在地 岐阜県岐阜市○○○○７ 

―８―９ 

代表者名 雷鳥 蓮華       

電話番号  ０５８―〇〇〇―〇〇〇 

 

下記の者は、  保健師 ・ 助産師 ・ 看護師 ・ 准看護師 として、従事していることを証明し

ます。 

 

 

記 

 

氏 名 

岐阜 水面 

 

 

保 健 師 籍 

 

厚生労働省 第               号 

 

助 産 師 籍 

 

厚生労働省 第               号 

 

看 護 師 籍 

 

厚生労働省 第        １２３４５    号 

 

准 看 護 師 籍 

 

（都道府県名）第              号 

 

 

※ 「保健師・助産師・看護師・准看護師」の部分は、該当するものに〇を付けること。 

 

  

必ず従事先に証明してもらうこと 

毎年の報告は４月１日 

転職した場合はその採用日 
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第１１号様式（第１２条関係） 

 

修学資金返還明細書 

 

返 還 金 額      総額                 円 

返 還 方 法 １ 一括払い       ２ その他（       ） 

返 還 開 始 時 期 年   月から 返 還 回 数 回 

１ 回 の 返 還 額 第 １ 回 円 第 ２ 回 以 降 円 

返 還 理 由 岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１２条第１項第  号該当 

この資金を借用し

修学した期間 
年  月～     年  月 （   か月） 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金を返還します。 

 

      年  月  日 

 

 岐阜県知事 様 

 

借 受 人 住  所 

 

氏  名          

          

電話番号 

 

貸付決定番号  第  －  号 

 

連帯保証人 住  所 

 

氏  名         ㊞ 

          

電話番号 

 

連帯保証人 住  所 

 

氏  名         ㊞ 

 

電話番号 
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第１１号様式（第１２条関係）                           【記入例】 

 

修学資金返還明細書 

 

返 還 金 額      総額      ３８４，０００     円 

返 還 方 法 １ 一括払い       ２ その他（      ） 

返 還 開 始 時 期 令和９年  ４月から 返 還 回 数 １回 

１ 回 の 返 還 額 第 １ 回 ３８４，０００円 第 ２ 回 以 降 円 

返 還 理 由 岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１２条第１項第 ３ 号該当 

この資金を借用し

修学した期間 
令和８年  ４月～   令和９年 ３月 （ １２か月） 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金を返還します。 

 

    令和９年 ４月 １日 

 

 岐阜県知事 様 

 

借 受 人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

氏  名 岐阜 水面   ㊞ 

          

電話番号 ０８０－○○○○－○○○○ 

 

貸付決定番号  第 ２６－１   号 

 

連帯保証人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜市○○○○１－２－３ 

 

 

氏  名 岐阜 一郎   ㊞ 

          

電話番号 ０５８－○○○－○○○○ 

 

連帯保証人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜市○○○○２３ 

 

氏  名 岐阜 次郎      ㊞ 

 

電話番号 ０５８－○○○－○○○○ 

 

 

 

返還理由が生じた

日から２０日以内

に提出 

 

返還理由

が生じた月

の翌月 

 

貸付規則

にて確認 
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第１２号様式（第１２条関係） 

 

修学資金返還方法変更承認申請書 

 

返 還 金 額      総額                 円 

返 還 方 法 

現在 １ 一括払い     ２ その他（       ） 

今後 １ 一括払い     ２ その他（       ） 

返 還 金 額 の 算 出 

借 受 金 額 円 

既 返 還 額 円 

既 免 除 額 円 

返還方法変更後の返還金額 円 

変更後の返還開始時期      年   月から 
変 更 後 の 

返 還 回 数 
回 

変更後１回の返還額 第１回        円 第 ２ 回 以 降 円 

変更しようとする 

理 由 
 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の返還方法を変更したいので申請します。 

 

      年  月  日 

 

 岐阜県知事 様 

 

借 受 人 住  所 

 

氏  名          

          

電話番号 

 

貸付決定番号  第  －  号 

 

連帯保証人 住  所 

 

氏  名         ㊞ 

 

電話番号 

 

連帯保証人 住  所 

 

氏  名         ㊞ 

 

電話番号 
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第１２号様式（第１２条関係）                          【記入例】 

 

修学資金返還方法変更承認申請書 

 

返 還 金 額      総額      ３８４，０００     円 

返 還 方 法 

現在 １ 一括払い     ２ その他（     ） 

今後 １ 一括払い     ２ その他（ 半年賦 ） 

返 還 金 額 の 算 出 

借 受 金 額 ３８４，０００円 

既 返 還 額 ０円 

既 免 除 額 ０円 

返還方法変更後の返還金額 ３８４，０００円 

変更後の返還開始時期   令和９年  ５月から 
変 更 後 の 

返 還 回 数 
２回 

変更後１回の返還額 第１回 １９２，０００円 第 ２ 回 以 降 １９２，０００円 

変更しようとする 

理 由 
生活困窮のため 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の返還方法を変更したいので申請します。 

 

 令和９年 ４月 １日 

 

 岐阜県知事 様 

借 受 人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

氏  名 岐阜 水面    

          

電話番号 ０８０－○○○○－○○○○ 

 

貸付決定番号  第 ２６－１  号 

 

連帯保証人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜市○○○○１－２－３ 

 

氏  名 岐阜 一郎     ㊞ 

          

電話番号 ０５８－○○○－○○○○ 

 

連帯保証人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜市○○○○２３ 

 

氏  名 岐阜 次郎        ㊞ 

 

電話番号 ０５８－○○○－○○○○ 
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第１３号様式（第１５条関係） 

 

修学資金返還免除申請書 

 

免 除 申 請 金 額                 円 

免 除 申 請 理 由 

１．岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１３条第 号に該当 

２．岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１４条第１項第 号に該当 

３．その他（                       ） 

借 受 金 額 円 既 返 還 額 円 

既 免 除 額 円 返 還 額 円 

理 由 発 生 年 月 日         年   月   日 

免 許 取 得 年 月 日         年   月   日 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の返還債務の免除を受けたいので申請します。 

 

      年  月  日 

 

 岐阜県知事 様 

 

借 受 人 住  所 

 

氏  名          

 

電話番号 

 

貸付決定番号 第  －  号 
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在 職 し た 医 療 機 関 等 

在職期間 在職した医療機関等 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

合      計 年     か月 

 

※ 「免除申請理由」欄は、該当するものの数字に○を付けること。 

※ 「在職した医療機関等」欄には、免許取得後在職した医療機関等を全て記入すること。 

※ 次の書面を添付すること。 

① 在職証明書（第１４号様式）又はこれに相当する書面 

② 死亡又は退職の理由及び年月日を証する書面 

③ その他知事が必要と認める書面  
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第１３号様式（第１５条関係）                         【記入例】 

 

修学資金返還免除申請書 

 

免 除 申 請 金 額         ３８４，０００円 

免 除 申 請 理 由 

１．岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１３条第１項に該当 

２．岐阜県看護学生修学資金貸付規則第１４条第１項第 号に該当 

３．その他（                       ） 

借 受 金 額 ３８４，０００円 既 返 還 額 ０円 

既 免 除 額 ０円 返 還 額 ３８４，０００円 

理 由 発 生 年 月 日         令和１４年  ４月  １日 

免 許 取 得 年 月 日         令和９年  ３月  ３１日 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の返還債務の免除を受けたいので申請します。 

 

 令和１４年 ４月 １日 

 

 岐阜県知事 様 

借 受 人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

氏  名 岐阜 水面    

          

電話番号 ０８０－○○○○－○○○○ 

 

貸付決定番号  第 ２６－１  号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付規則

にて確認 
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 【記入例】 

在 職 し た 医 療 機 関 等 

在職期間 在職した医療機関等 

令和９年 ４月から 

令和１２年 ３月まで 

医療機関等名みなも病院        電話番号（０５８） 

○○○－○○○○  

所  在  地 岐阜市●▲１－１－１ 

令和１２年 ４月から 

令和１４年 ３月まで 

医療機関等名 川のきらめきクリニック  電話番号（０５８） 

○○○－○○○○ 

所  在  地 各務原市●▲１－１－１ 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

年  月から 

年  月まで 

医療機関等名             電話番号（  ） 

                          － 

所  在  地 

合      計 ５年     ０か月 

 

※ 「免除申請理由」欄は、該当するものの数字に○を付けること。 

※ 「在職した医療機関等」欄には、免許取得後在職した医療機関等を全て記入すること。 

※ 次の書面を添付すること。 

① 在職証明書（第１４号様式）又はこれに相当する書面 

② 死亡又は退職の理由及び年月日を証する書面 

③ その他知事が必要と認める書面  
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第１４号様式（第１５条関係） 

 

在 職 証 明 書 

 

年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

医療機関等名             

所在地             

代表者名             

電話番号             

 

 保健師 ・ 助産師 ・ 看護師 ・ 准看護師 として、下記のとおり在職したことを証明します。 

 

 

記 

 

氏 名 

 

 

 

在 職 期 間 

 

年     月から     年     月まで 

 

休 職 期 間 

 

年     月から     年     月まで 

 

（休職理由） 

 

※ 在職した医療機関等が複数になる場合には、医療機関等ごとに作成・提出すること。 

※ 「保健師・助産師・看護師・准看護師」の部分は、該当するものに〇を付けること。 
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第１４号様式（第１５条関係）                         【記入例】 

 

在 職 証 明 書 

 

令和１２年 ３月 ２８日 

 

岐阜県知事 様 

 

医療機関等名       みなも病院 

所在地   岐阜市●▲１－１－１ 

代表者名        源 清流 

電話番号 ０５８－○○○－○○○○  

 

 保健師 ・ 助産師 ・ 看護師 ・ 准看護師 として、下記のとおり在職したことを証明します。 

 

 

記 

 

氏 名 

 

岐阜 水面 

 

在 職 期 間 

 

令和９年   ４月から 令和１２年    ３月まで 

 

休 職 期 間 

 

年     月から     年     月まで 

 

（休職理由） 

 

※ 在職した医療機関等が複数になる場合には、医療機関等ごとに作成・提出すること。 

※ 「保健師・助産師・看護師・准看護師」の部分は、該当するものに〇を付けること。 

 

 

  

必ず従事先に証明してもらうこと 
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第１５号様式（第１６条関係） 

 

修学資金返還免除決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

岐阜県知事            

 

 

      年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護学生修学資金の返還債務の免除に

ついては、下記のとおり免除することに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

貸 付 決 定 番 号 第        号 

貸 付 金 額                     円 

貸 付 期 間  

免 除 金 額                     円 

備 考 
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第１６号様式（第１６条関係） 

 

修学資金返還免除不承認決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

岐阜県知事            

 

 

       年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護学生修学資金の返還債務の免除

については、下記の理由により不承認と決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

理 由 
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第１７号様式（第１７条関係） 

 

修学資金返還猶予申請書 

 

猶 予 申 請 金 額                    円 

猶 予 申 請 期 間     年  月  日 から     年  月  日 まで 

猶 予 申 請 理 由 

１．在学 ２．県内就業 ３．疾病・負傷 ４．災害 ５．育休 

６．その他

（                          ） 

この資金を借用

し修学した期間 
年  月 ～     年  月 

借 受 金 額 円 既 返 還 額 円 

既 免 除 額 円 返 還 未 済 額 円 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の返還債務の履行の猶予を受けたいので申請しま

す。 

 

      年  月  日 

 

 岐阜県知事 様 

 

借 受 人 住  所 

 

氏  名            

 

電話番号 

 

貸付決定番号  第    号 

 

 

 

※ 返還の猶予を受けることができる事由に該当することを証する書面を添付すること。 
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第１７号様式（第１７条関係）                         【記入例】 

 

修学資金返還猶予申請書 

 

猶 予 申 請 金 額             ３８４，０００円 

猶 予 申 請 期 間  令和９年４月１日 から 令和１４年３月３１日 まで 

猶 予 申 請 理 由 

１．在学 ２．県内就業 ３．病気・負傷 ４．災害 ５．育休 

６．その他

（                          ） 

この資金を借用

し修学した期間 
令和８年 ４月 ～  令和９年 ３月 

借 受 金 額 ３８４，０００円 既 返 還 額 ０円 

既 免 除 額 ０円 返 還 未 済 額 ３８４，０００円 

 

 上記のとおり、岐阜県看護学生修学資金の返還債務の履行の猶予を受けたいので申請しま

す。 

 

令和９年 ４月 １日 

 

 岐阜県知事 様 

借 受 人 住  所 〒５００－００００ 

岐阜県岐阜市○○○○１－２－３ 

 

氏  名 岐阜 水面    

          

電話番号 ０８０－○○○○－○○○○ 

 

貸付決定番号  第 ２６－１  号 

 

 

※ 返還の猶予を受けることができる事由に該当することを証する書面を添付すること。 

 

  

・該当理由に○をつける 

・就業しながら在学の場合

は両方に○ 

就業は５年間 

在学中は在学期間 
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第１８号様式（第１８条関係） 

 

修学資金返還猶予決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

        様 

岐阜県知事           

 

      年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護学生修学資金の返還債務の履行

の猶予については、下記のとおり猶予することに決定しましたので通知します。 

 

記 

貸 付 決 定 番 号 第        号 

返 還 猶 予 金 額                     円 

返 還 猶 予 期 間 年  月  日から     年  月  日まで 

返 還 期 限              年  月  日 

備 考 
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第１９号様式（第１８条関係） 

 

修学資金返還猶予不承認決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

岐阜県知事           

 

 

      年  月  日付けで申請のあった岐阜県看護学生修学資金の返還債務の履行の

猶予については、下記の理由により不承認と決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

理 由 
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Ⅱ  Q＆ A 
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岐阜県看護学生修学資金貸付に関する Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 岐阜県の出身ではありませんが申請できますか。 

Ａ 出身はどこでも構いません。 

ただし、卒業後に岐阜県内の医療機関等に看護職員の業務に従事する意思を有していることが 

必要です。 

 

Ｑ２ 岐阜県外の養成施設に進学する場合は申請できますか。 

 Ａ 申請できません。岐阜県内の養成施設に在学している方が対象です。 

 

Ｑ３ 同種の奨学金との併用はできますか。 

 Ａ 他県に就業することが義務付けられている奨学金との併用はできません。 

もし、貸付後発覚した場合は返還手続きをしてください。 

なお、その他の併用に関しては、医療福祉連携推進課にお問い合わせください。 

 

Ｑ４ 新入生からでも申請できますか。 

 Ａ 対象が２年生以上もしくは３年以上となるため、新入生は申請できません。 

 

Ｑ５ 各種申請書の住所は本籍地と違ってもよいですか。 

 Ａ よいです。申請書に記入する住所は県からの通知文書等が届く住所としてください。 

 

Ｑ６ 成績優秀の基準はありますか。 

Ａ 前年度のＧＰＡや平均成績等が学年の上位２分の１以上であること、又はそれに相当する学力

を有すると養成施設の長が認める者が対象となります。該当するかは、各養成施設へお問い合

わせください。 

 

Ｑ７ 成績基準を満たす場合は全員が貸付決定されますか。 

Ａ 貸付は予算の範囲内で決定します。 

募集人数以上の申請があった場合は、審査により貸付決定できない場合があります。 

 

Ｑ８ 連帯保証人は２人必要ですか。 

 Ａ ２人必要となります。しかし、特別な事情があると認める場合は、１人でも良い場合がありま

す。申請の際にご相談ください。 

 

Ｑ9 准看護師養成所在学中に修学資金を受けました。看護師養成施設に進学し、在学した後、再度修

学資金の貸し付けを受けることはできますか。 

Ａ できます。 
 

Ｑ10 国家試験または准看護師試験で不合格となったら、返還が必要ですか。 

Ａ 翌年再受験する意思がある場合は、申請により１年間は返還を猶予できます。卒業した日の属

する月の翌月から起算して１年以内に免許を取得し、岐阜県内に看護職員の業務に従事すれば

返還対象にはなりません。 

しかし、卒業した日の属する月の翌月から起算して１年以内に免許を取得できなかった場合は、 

返還が必要となります。 
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Ｑ11 看護師養成施設に在学しており、国家試験と准看護師試験を受け、国家試験で不合格、准看護

師試験で合格となり、准看護師として勤務してもよいですか。 

Ａ 修学資金の貸付対象者は、看護師養成施設に在学する者は将来保健師、助産師又は看護師の業

務に従事する意思を有する必要があるため、准看護師として業務に従事する場合には返還が必

要となります。 

ただし、保健師、助産師又は看護師として業務に従事するため、翌年再受験する意思がある場

合は、申請により1年間は返還を猶予でき、卒業した日の属する月の翌月から起算して１年以内

に免許を取得し、岐阜県内で保健師、助産師又は看護師の業務に従事すれば返還対象にはなり

ません。 

 

Ｑ12 免許取得後、数年間だけ県外に就業し、その後岐阜県内に就業する場合はどうなりますか。 

Ａ 返還が必要となります。免許取得後、遅滞なく岐阜県内に業務に従事した場合に返還免除とな

ります。 

 

Ｑ13 就業後、勤務先を変更した場合、返還は必要ですか。 

 Ａ 岐阜県内の医療施設へ就業先を変更する場合は返還不要です。 

ただし、届出書(規則第８号様式)、従事証明書（規則第１０号様式）を合わせて提出してくださ

い。（Q20参照） 

 

Ｑ14 結婚等で氏名や住所が変わる場合、どのような手続きが必要ですか。 

 Ａ 届出書（規則第８号様式）とともにその事実がわかる書面を添えて提出してください。 

 

Ｑ15 病気や怪我で就業できない場合、どうすればよいですか。 

 Ａ 病気、負傷その他のやむを得ない理由で就業できないときは、返還が猶予される場合がありま

す。 

修学資金猶予申請書（規則第１７号様式）に、その事実がわかる書面を添えて申請してくださ

い。猶予審査の結果を、修学資金猶予決定通知書（規則第１８号様式）又は修学資金猶予不承

認決定通知書（規則第１９号様式）にて通知します。 

 

Ｑ16 育児休業は返還猶予されますが、産前産後休暇は返還猶予されますか。 

 Ａ 産前産後休暇は返還猶予とはなりません。 

産前産後休暇については、労働基準法及び各医療機関の就業規則に定められた期間となり、業

務従事期間に算入されます。 

 

Ｑ17 返還となった場合の手続きはどうすればよいですか。 

 Ａ 返還しなければならない場合は、修学資金返還明細書（規則第１１号様式）を提出してくださ

い。受理後、「納入通知書」を送付しますので、金融機関等でお支払いください。 

 

Ｑ18 申請書がありません。どうしたらよいですか。 

 Ａ 岐阜県ホームページに各様式を掲載しています。必要様式をダウンロードして活用してくださ

い。 

Q19 届出書（第8号様式）にある第1項と第2項はどちらを選択すればよいですか。 

A 修学資金の貸付期間中の届出である場合は第1項を、貸付終了後の届出であれば第2項を選択して

ください。 
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Q20 勤務先の変更を考えています。現在の勤務先を退職してから次の勤務先に再就職するまでの期間

（転職活動期間）はどの程度認められるのでしょうか。 

 A 「引き続き」勤務することが返還免除の条件です。これは原則として退職した翌日には新しい勤

務先に就職していることを意味しますが、再就職（転職）活動に必要な期間を、退職後１か月

を上限として認めます。それ以上の期間就業していない状態が続いた場合は、規則に定める返

還免除条件を満たさなくなったものと判断されますので、返還する必要があります。 

   傷病等によりやむを得ず再就職までに１か月を超えて就業していない状態が続く可能性が生じ

た場合は、別途、返還猶予の是非を検討することになりますので、速やかに県へご連絡くださ

い。傷病等の事実がわかる書面を添えて、修学資金返還猶予申請書（第１７号様式）を県へ提

出いただき、審査の上、返還を猶予できる場合があります。（Q16参照） 

   

Q21 岐阜県内出身の大学生は貸付を受けることができますか。 

 A 可能です。 

   ただし、貸付申請の人数が予定人数を超過した場合は、県外出身者を優先して貸付させていた

だきます。 

  〇県外出身者とは 

   大学、短大入学前年度の1月1日時点の住所が岐阜県外である者。 

 

医療福祉連携推進課ホームページ（URL） 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/371346.html 

 

 

 

  

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/371346.html
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《岐阜県看護学生修学資金に関するお問い合わせ先》 

 

  岐阜県庁医療福祉連携推進課 看護係 

 

ＴＥＬ．０５８－２７２－８２６９ 

ＦＡＸ．０５８－２７８－２８７１ 

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp 

 

ＱＲコード（岐阜県公式ＨＰ） 

mailto:c11230@pref.gifu.lg.jp

